
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

※応募者多数の場合は、事務局にて人選・調整させていただくこととなりますので、

あらかじめご了承願います。 

    

 

令和 4年度の事業報告・決算報告、役員の選任等について審議をいただく予定になっておりますので、

万障お繰り合わせの上、ご出席いただきますようお願いします。 

 

開催日時 令和 5年 6月 8日（木）13時 00分～（受付 12時 00分～） 

開催場所 日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター）「シアターホール」 

 ※詳細は、後日郵送の定時総会の通知をご覧ください。 

 

令和 5年度定時総会の席上で、センターの発展に寄与し、功労のあった会員の方へ表彰を行う予定

にしております。受賞者としてふさわしい方をご推薦ください、表彰基準は次の各号のいずれかに該

当する方です。 

 

①地域班または職群班役員として 4年以上在任し、退任した方 

②各種委員会、部会の委員として 2期以上在任し、退任した方 

③センター事業の発展のため、特に顕著な功績があったと理事長が認めた方 

（ただし、目安として 5年以上センターの会員として在籍し、年齢が 70歳以上とする） 

 

※受賞者は、会員より推薦された方の中から選考し、理事会において決定します。推薦者は上記基準

を確認のうえ、センター事務室に備え付けの「表彰推薦書」に記入し、事務局までご提出ください。

（推薦書は当センターホームページからもダウンロードできます。） 

 

提出期限：令和 5年 5月 8日（月） 

 

  北 部 支 部 TEL375-1370 FAX375-1399 

本 部 TEL214-6262 FAX214-6264 

令和 5年 4月 28日（金）発行 

 

公益社団法人仙台市シルバー人材センター 

事務局だより 令和5年度 第1号 

令和 5年度定時総会を開催します 

【北部支部】 

日  程 令和 5 年 5 月 24 日（水） 

時  間 9 時 30 分～15 時 30 分 

場  所 
ユアテックスタジアム仙台 

仙台市泉区七北田柳 78 

内  容 ユアテックスタジアムの清掃業務講習 

申し込み 北部支部 022-375-1370（担当：松本） 

 

植木剪定や除草（機械刈、手刈）のお仕事を希望される方を随時募集しております。 

経験者はもちろんのこと、積極的にチャレンジしてみたい方は、 

●青葉区・宮城野区・若林区・太白区の会員…本部事務局(☎022-214-6262) 

●泉区の会員…北部支部事務局（☎022-375-1370） までご連絡ください。 

詳しくご説明いたします。 

 

受賞者の推薦について 

 

「清掃（建物・施設）班」講習会のお知らせ 

清掃班での仕事を希望されている方を対象に、以下の日程で講習会を開催いたします。 

第 40回全国都市緑化フェアがはじまり、街中だけ

でなくいろいろな場所が花と緑に彩られています。

お出かけにはちょうどいい季節がやってきます。暑

くなくても熱中症の危険がありますので、忘れずに

水分補給をしてくださいね。 

 

清掃（建物・施設）班での仕事を希望されている方を対象に、以下の日程で講習会を開催いた

します。参加申し込みされた方には、後日会場等の詳細について直接ご連絡いたします。 

 

 

令和 5年度は委員会・部会の改選期となっています。つきましては委員として活躍していただける方を

募集いたします。自薦、推薦は問いませんので、事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。 

 

（１）安全・適正就業委員会 

 担当業務「会員の安全・適正就業を図るための事項に関すること」 

（２）組織部会 

担当業務「会員の拡大・資質向上を図るための事項に関すること」 

     「組織（地域班・ブロック体制）の充実を図るための事項に関すること」 

（３）就業促進部会 

 担当業務「会員の就業機会の拡大・技能向上を図るための事項に関すること」 

（４）広報委員会・会報編集委員会 

 担当業務「シルバー人材センターの普及啓発・広報に関すること」 

     「会報『シルバー仙台』の発行に関すること」 

    

 

委員会・部会の委員を公募します 

 

令和5年3月末日現在

会員数 2,807人（男性1,923人・女性884人）
前年比　　＋102人
契約金額 1,076,827千円（派遣事業含む）
前年比　　100.2％



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4月末から 5月初めにかけては、連休となります。発注者への請求発行が急がれるため、4月に

就業があった方は、就業報告書（派遣で就業の方は、勤務実績通知書）を速やかにご提出くださ

い。可能な限り、メール・ファックスで提出いただきますようご協力をお願いします。  

    

 

 条 件 ポイント 付与の時期など 

行事への参加 

定時総会出席(委任状提出も含む) 50 毎年 

センターが指定する研修会・講習会等への参加 50 都度 

地域班会議への出席（上限 4回まで） 50 都度 

役員就任 
ブロック代表就任 100 

毎年 4/1を基準 
地域班長就任 100 

こんな 

場合も 

ポイント付与！ 

会員紹介（紹介者と紹介されて入会した会員双方

に付与） 
100 都度 

同居登録（同一住所にお住いの家族、親族等が会

員である場合にそれぞれ付与。郵送物は 1部） 
100 1回のみ 

「Smile to Smile」に登録し、配分金明細書の送

付を希望しない方 ※1 
300 1回のみ 

 

 

当センター会費規程第３条により会費は 4月末日まで納入いただくことになっております。 

4月に就業実績のある方（派遣で就業の方を除く）で、同意書を提出されている方は配分金から自動

的に控除され、その他の皆さんには、振込又は定時総会の会場や事務局の窓口にて現金で納入いた

だいております。6 月末現在未納の会員の方へ、コンビニエンスストアで納付できる振込用紙を発

行する予定です。 

そちらもご利用ください。 

 

 

4月 1日付で事務局の人事異動がありましたので、お知らせいたします。

 ◇振込先名：公益社団法人仙台市シルバー人材センター 

◇振込番号：七十七銀行 仙台市役所支店 （普）0158275 

郵便局 02210－5－125391 

 

【令和 5年度会費納入のお願い】 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 5 月 3 日までに、担当支部事務所に届くようにご協力お願いします。 

（土・日・祝日は、郵便の配達がお休みとなり、到着に遅延が想定されます。） 

☆事務所はお休みとなりますが、メールやファックスの受信はしております。 

     

 

センターのお休み：4月 29 日（土）・4月 30 日（日） 

         5月 3日（水）～5 月 7 日（日） 

 

 

昇任 

 北部支部事業係 主任 熊谷 佳代 

 

 

退職 

 事業課 課長 千田 玲子（定年退職） 

事業課業務係 主任 針生 美紀子（再雇用期間満了） 

本部 臨時職員 尾形 陽子（期間満了） 

本部 臨時職員 高橋 悦子（期間満了） 

 

新規採用 

事業課 課長 千田 玲子（再雇用） 

事業課業務係 主事 荒井 建吾 

事業課総務係 事業職員 鹿野 育子 

本部 臨時職員 佐藤 敦子 

本部 臨時職員 松橋 律子 

 

【ポイント制度とは】 

会員の皆さんがセンターの行事や地域班活動へ積極的に参加していただくことを目的としています。

定時総会や地域班会議への出席、新規会員紹介などに対してポイントを付与します。 

 

【ポイントの開始・有効期間】    

ポイントの加算は令和 5 年 6 月 1 日からはじめ、ポイントの有効期限は令和 8 年 3 月 31 日までとな

ります。 

    

【ポイントの交換方法】 

貯まったポイントは、年会費の割引にご利用いただけます。1 ポイント 1 円で計算し、500 ポイント

単位で年会費割引となります。 

※ポイントの交換方法については、10 月発行の事務局だよりでお知らせする予定です。 

※ポイント管理は事務局でおこないます。ポイントカード等の発行はありません。 

 

【その他の条件】 

・退会した場合、付与されたポイントは無効となります。 

・ポイントの現金への交換はいたしません。 

・会員間でのポイントの譲渡はできません。 

 

【ポイント対象と付与点数】 ※変更になる場合があります。 

 

※1…すでに Smile to Smileに登録している方で、配分金明細書の送付を希望されない

場合は、再度 Smile to Smile利用申込書の提出が必要です。 

 

 
ポイント制度の仕組み、ポイント対象の行事、交換可能なもの、手続方法などは随時見直しを
行うこととしています。ご不明な点やご要望がありましたら、事務局へお知らせ下さい。 

 

 仙台市シルバー人材センター“ポイント制度”が 6月より始まります！ 

本 部 ア ド レ ス：sendaisc@sjc.ne.jp 

北部支部アドレス：sendai-h-sc@sjc.ne.jp 

【ゴールデンウイーク中の就業報告書提出のお願いと 

センター休業日について】 

 

※ｶﾚﾝﾀﾞｰ通り 


